
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自自治治体体・・公公共共団団体体ココーーナナーー
  

「「参参加加団団体体一一覧覧」」  



■参加団体（地方自治体・公共団体）
団体名 地域 住所 電話番号 FAX番号

1 北海道立女性相談援助センター 北海道 011-661-3099 011-666-9911

2 北海道千歳市環境部男女共同参画推進課 北海道 〒066-8686 千歳市東雲町二丁目34番地 0123-24-3131 0123-22-8853

3 青森県女性相談所 青森県 青森市石江字江渡5-1 017-781-0708 017-781-2200

4 秋田県男女共同参画課 秋田県 〒010-8570 秋田市山王4丁目1-1 018-860-1555 018-860-3895

5 群馬県人権男女共同参画課 群馬県 〒371-8570　前橋市大手町1-1-1 027-226-2905 027-220-4424

6 埼玉県男女共同参画推進センターＷｉｔｈＹｏｕさいたま 埼玉県 〒330－0081埼玉県さいたま市中央区新都心2-2 048-601-3111 048-600-3802

7 千葉県総合企画部男女共同参画課 千葉県 〒260-8667千葉市中央区市場町1-1 043-223-2376 043-222-0904

8 東京都女性相談センター 東京都 03-5261-3911 03-3268-5778

9 東京都生活文化局都民生活部東京ウィメンズプラザ 東京都 〒150 渋谷区神宮前5-53-67　 03-5467-1980 03-5467-1977

10 世田谷区役所生活文化部文化・国際・男女共同参画課 東京都 〒154-8504世田谷区世田谷4丁目２１番27号 03-5432-2259 03-5432-3048

11 三鷹市企画部企画経営室 東京都 〒181-8555 三鷹市野崎1丁目1番1号　 0422-45-1151 0422-48-1419

12 日本女性学習財団 東京都 〒105－0011港区芝公園２－６－８ 03-3434-7575 03-3434-8082

13 神奈川県県民部人権男女共同参画課 神奈川県 〒231-8588　横浜市中区日本大通１ 045-210-3640 045-210-8858

14 神奈川県立かながわ女性センター 神奈川県 〒251-0036　神奈川県藤沢市江の島1-11-1 0466-27-2111 0466-25-6499

15 横浜市男女共同参画推進協会 神奈川県 〒244-0816横浜市戸塚区上倉田町435-1 045-862-5052 045-862-3101

16 静岡県男女共同参画センター『あざれあ』 静岡県 〒422-8063　静岡県静岡市駿河区馬淵１丁目１７番１号 054-250-8107 054-255-9266

17 山梨県男女共同参画課 山梨県 〒400-8501　山梨県甲府市丸の内1-6-1 055-223-1358 055-223-1335

18 石川県男女共同参画課 石川県 〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目1番地　 076-225-1378 076-225-1378

19 愛知県県民生活部社会活動推進課男女共同参画室 愛知県 〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 052-954-6178 052-954-6910

20 名古屋市男女平等参画推進センター 愛知県 〒460-8508愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 052-241-0332 052-241-0334

21 大阪市女性協会（クレオ大阪） 大阪府 〒543-0002　大阪市天王寺区上汐5丁目6番25号 06-6770-7200 06-6770-7705

22 泉佐野市人権推進課 大阪府 〒598-8550大阪府泉佐野市市場東1丁目295番地3 0724-69-7125 0724-69-7125

23 寝屋川市立男女共同参画推進センター『ふらっとねやがわ』 大阪府 〒572-0084　寝屋川市香里南之町16番15号 072-832-5580 072-802-8350

24 東大阪市立男女共同参画センター『イコーラム』 大阪府 〒578-0941　東大阪市岩田町4-3-22-600 0729-60-9201 0729-60-9207

25 吹田市立男女共同参画センター 大阪府 〒564-8550　大阪府吹田市泉町１丁目３番４０号 06-6388-1451 06-6385-5411

26 京都府女性総合センター 京都府 〒601-8047　京都市南区新町通九条下ル 075-692-3433 075-692-3436

27 八幡市政策推進部人権同和啓発課 京都府 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75 075-983-1111 075-982-7988

28 京都市女性協会(ウィングス京都） 京都府 〒604-8147　京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262 075-212-7490 075-212-7460

29 三重県男女共同参画センター 三重県 〒514-8570　三重県津市広明町13 059-233-1131 059-233-1135

30 兵庫県 兵庫県 650-8567　兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 078-362-3160 078-362-5035

31 姫路市男女共同参画推進センター 兵庫県 〒670-8501　兵庫県姫路市安田四丁目1番地 0792-87-0803 0792-87-0805

32 西宮市総合企画局文化まちづくり部男女共同参画推進課 兵庫県 〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10-3 0798-64-9495 0798-64-9496

33 奈良市男女共同参画センター『あすなら』 奈良県 〒630-8580 奈良市二条大路南１－１－１ 0742-34-1525 0742-33-6938

34 山口県環境生活部男女共同参画課 山口県 〒753-8501山口県山口市滝町1番1号 083-933-2630 083-933-2639

35 山口市役所人権推進課 山口県 〒753-8650　山口市亀山町2-1　 083-934-2767 083-934-2867

36 愛媛県県民環境部県民協働局男女参画課 愛媛県 〒790-8570　愛媛県松山市一番町4丁目4-2 089-912-2332 089-933-4083

37 愛媛県女性総合センター 愛媛県 〒791-8014 松山市山越町450番地 089-926-1633 089-926-1661

38 北九州市立男女共同参画センター『ムーブ』 福岡県 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 093-583-3939 093-583-5107

39 大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課 大分県 〒870-8501　大分市大手町3丁目1番1号 097-536-1111 097-532-6930

40 熊本県男女共同参画センター 熊本県 〒862-8570 熊本市水前寺6丁目18番1号 096-355-1187 096-355-4317



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNPPOO・・企企業業ココーーナナーー  
  

「「参参加加団団体体一一覧覧」」  



■参加団体（NPO/NGO）
団体名 URL 活動内容 所在地

1 アウンジャ http://www.aunja.net/sight/ 心の相談、啓発事業、自立支援、子どもとの共生事業。 京都府

2 秋田DVを考える会 秋田県

3 アウェア http://www.aware.cn DV加害者プログラム、デートDV防止プログラムの実施。 東京都

4 WING21 http://www.npo-wing21.com
シングルマザーや離婚を考えている方など、主に経済的な理由から自立を目指す女性のためにPCスキル
アップ講座や就職支援講座を開催。 東京都

5 ウィズネス http://groupwithness.hp.infoseek.co.jp 性虐待の学習会を定期的に開催、カナダのブックレット翻訳版の出版（明石書店）。 東京都

6 ウィメンズカウンセリングちば

http://homepage3.nifty.com/npo-
witch/

民間のフェミニストカウンセリングルーム。女性の支援のためカウンセリンググループワークや行政の相談業
務、講座を提供。 千葉県

7 ウィンク http://www.npo-wink.org ひとり親、家庭問題に悩む人のための生活支援、就労支援、相談。 千葉県

8 ウィメンズネット・サポート（WNS） http://www.wns-info.net DV被害者支援活動の市民グループ。 神奈川県

9 エンパワメントかながわ http://www.15.ocn.ne.jp/̃empkng/ CAPプログラムの提供を中心に、DV、セクハラ防止など、様々な人権啓発活動を行う。 神奈川県

10 女のスペース・にいがた 女性のための相談・支援活動、シェルター運営。 新潟県

11 大阪ＹＷＣＡ http://osaka.ywca.or.jp 女性への暴力根絶に向けて、DV被害女性のサポートやDV加害男性の脱暴力プログラムを行う。 大阪府

12 女のホットライン・湘南

http://members.jcom.home.ne.jp/sooda
n.by-tel/ 女性に対するあらゆる暴力・人権にかかわること・人間関係のトラブル等電話相談。 神奈川県

13 女のスペース・おん

http://www.asahi-net.or.jp/̃bd7k-
mtst/ 女の人権ネットワーク、ユニオン、シェルターの運営。 北海道

14 かしわふくろうの家

http://members.jcom.home.ne.jp/k-
fukurou/ DV被害者電話相談、シェルターの運営、自助グループ開催、ステップハウスの運営。 千葉県

15 （社）家庭問題情報センター http://www.1.odn.ne.jp/fpic/ 家庭問題についての調査研究、電話相談、面接相談等。 東京都

16 かけこみ女性センターあいち http://www.shimin.gr.jp/stop-dv/ DV被害者サポートとして、シェルター運営、相談電話、外国籍DV被害者支援、生活再建に向けての支援等。 愛知県

17 ＣＡＰかながわ

http://www5f.biglobe.ne.jp/̃capkanaga
wa/

CAPは、Child　Assault　Prevention（子どもへの暴力防止）の頭文字をとったもの。子ども達が自分自身の権
利について理解し、その権利を奪おうとする虐待やいじめなど、あらゆる暴力に対し、心とからだと知恵をもっ
て自分を守るためのプログラムを普及している。 神奈川県



18 ＣＡＰユニット http://www.cap-unit.jp/
いじめ、誘拐、性暴力等のあらゆる暴力から子どもたちが自分を護る方法を学ぶ体験型プログラムを子ども
や子どもに関わる大人に提供する。 東京都

19 ＣＡＰセンター・ＪＡＰＡＮ http://www.cap-j.net
虐待（DV家庭の子どもも含む）・性暴力・誘拐・いじめetc.　あらゆる暴力から自分自身を守るプログラム
（CAP）の普及。 兵庫県

20 くろーばー 在住外国人女性のための相談・ＤＶ被害者支援。 大阪府

21 G.Planning

http://www4.famille.ne.jp/̃namikosi/GP
/

真の男女共同参画を目指し、啓発事業の企画・実施、出版物の企画発行、ＤＶ被害者等へのサポート事業を
行う。 千葉県

22 国際ゾンタ
国際ゾンタは、女性の地位向上のための数多くの奉仕を行っている。１９６１年東京ゾンタクラブが設立され、
現在日本に４４のクラブ、６７カ国に２５１クラブがある。 東京都

23 こころの相談室ウーマン フェミニストカウンセリング、自己発見ワークショップなどの講座を開催。 大阪府

24
国際ソロプチミスト新居浜
国際ソロプチミスト新居浜みなみ

実業界で活躍する女性、専門的職業をもつ女性で組織されており、地域社会に人権と女性の地位を高める奉
仕を提供する。 愛媛県

25 こころのサポートアミ
ＤＶやセクハラに関する講演や相談員派遣、個人およびグループ、家族カウンセリング、各種講座、自助グ
ループの援助など。 鹿児島県

26 子どもの虐待防止ネットワーク石川 子どもの虐待防止活動（電話相談、出前ミーティング）。 石川県

27 さんかくナビ http://www.ne.jp/asahi/sankaku/navi/
男女共同参画社会推進事業・女性の就業・起業支援事業・女性の精神的自立支援事業・ＤＶ被害者支援事
業---民間シェルターの運営・子育て支援事業・在宅福祉サービス事業。 岡山県

28 さいたま女のシェルター（ＳＷＳ）
シェルター運営、電話相談、DV啓発のための講演会、ボランティア養成講座の開催、DVワークショップの開
催。 埼玉県

29 佐賀ボイス http://www.f3.dion.ne.jp/̃voiss/

被害者への相談支援活動（電話相談・電子メール相談）・被害者等への付き添いなどの直接支援・自助グ
ループへの支援。被害者支援についての広報、啓発事業：ホームページの開設、会報発行・セミナー、講演
会、シンポジウム等開催・パンフレット作成・関係機関との連携。 佐賀県

30 シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会 http://npoweb.jp/
NPOが活動しやすい制度の基盤づくりをミッションに１９９４年に発足。NPO法の成立、認定NPO法人制度の
施行など、社会の基盤づくりのために活動。 東京都

31 ジェン（ＪＥＮ） http://www.jen-npo.org
平和な国際社会つくりを目指し、世界各地で紛争や自然災害などで厳しい状況にある人々へ「心のケアと自
立の支援」をモットーにきめ細かな支援活動を行う国際協力NGO。 東京都

32 女性と子どものエンパワメント関西

http://www.osk.3web.ne.jp/̃videodo
c/

おとなへの暴力防止についての啓発・学習会。女性や子どもへの暴力防止プログラムの提供。子ども育ちに
関わるおとなのための啓発・学習会。人権問題に関する啓発・学習会。性教育に関する啓発・学習会。子ども
の頃に虐待を受けた女性のための癒しのワークショップの提供。自分の生き方に悩む女性たちの自助活動
へのサポート。 大阪府

33 女性のためのセルフ・ディフェンス　ＷＥＮ－ＤＯ

http://snigelm.hp.infoseek.co.jp/wendo/
info.html

暴力や、突然の加害行為から自分の身を護るために、女性のために開発されたＷＥＮ－ＤＯという名のセルフ
ディフェンス・プログラム。 石川県

34 湘南DVサポートセンター http://www.shonan-dv.blogspot.com/

DVの被害を受けた女性と子どもたちの支援を行う。面接相談の他、転居、転校に伴う手続き、弁護士の紹介
や裁判所への同伴などを行う。また、支援者向け研修「暴力を目撃して育った子どもたちの心の回復」プログ
ラムを実施。支援者同士の連携をはかるために、DV支援者のための学校「神奈川DVサポーターズカレッジ」
を運営。 神奈川県

35 ステア湘南

http://m2.world-on-
live.jp/hp/stair.shonan21/index.cgi ＤＶ相談電話、電話相談支援講座、シェルター設置準備。 神奈川県



36 ＤＶ被害者支援活動推進のための基金 http://homepage3.nifty.com/DVkikinn/ DV被害者支援活動を行っている団体、個人への資金援助、情報提供等。 千葉県

37 Ｄ．Ｖ．Ｓ．Ｎ．（ＤＶ被害者支援連絡会）

http://www.geocities.jp/dvsn_homepage
/index.htm

ＤＶ被害当事者の支援、啓発活動（支援者養成講座）相談電話の開設・面談による相談の受理・サポート・ア
ドボケイト・予防・啓発・ネットワークの構築。 京都府

38 DV防止サポートシステムをつなぐ会 http://www.mamagori.com/stopdv/
「ＤＶ防止と被害者支援のために、公的機関や民間のネットワークを深め、サポートの充実を目指すこと」を目
的としている。会では定例会を開催し、学集会や事例検討、情報交換会などの活動をしている。 岡山県

39 ＤＶ防止ながさき

http://www.gender.go.jp/chihou_minkan
/42/14.html 電話相談、啓発活動、人材育成。 長崎県

40 東京ボランティア・市民活動センター http://www.tvac.or.jp/

市民一人ひとりのより良い生き方を実現するために幅広い領域のボランティア活動を推進し支援。 さらに、さ
まざまな市民活動への参画と市民活動団体の発展を支援し、「市民セクター」全体を強化し、市民が自らの手
によって社会的な問題の解決をはかり、市民一人ひとりの可能性を伸ばし、生活の質が高められていく〈市民
社会〉の実現をめざす。 東京都

41 花みずき 女性と子どもの相談、生活支援。 神奈川県

42 被害者支援ネットすてっぷぐんま
DVなど、暴力被害女性を中心とした犯罪被害者のための相談・支援。シェルターの運営。劇、講演などによる
人権啓発。男女共同参画社会を目指して政策提言等。 群馬県

43 ひなの家
2004年11月オープン。女性のための居場所の提供。主にDVなどの問題に苦しむ女性をエンパワーし、自立
支援に役立つプログラムや癒しのプログラムなどを開催していく。 東京都

44 フェミニストカウンセリング鹿児島 女性のためのカウンセリング（個人・グループ）、関係機関への照会、アドボカシー。 鹿児島県

45 PorePore・ちがさき
性教育、子どものこと、女性問題、子育てのこと、福祉分野で活動してきた仲間で相談窓口を開設。心にわだ
かまっている小さなこと、大きなこと、なんでも語れるフリースペース。電話相談も可。 神奈川県

46 まつどDV防止ネット 電話によるDV相談。 千葉県

47 みもざの会
長い間、闇の中に置き去りにされていた家庭という密室での暴力から、逃げる勇気を持った女性、子どもたち
の緊急一時保護と自立支援への寄り添いサポート活動 。 鳥取県

48 みやざき男女共同参画推進機構 http://www.mdanjo.or.jp 男女共同参画の啓発、相談事業等。 宮崎県

49
メンズサポートルーム
日本家族再生センター

http://www.geocities.co.jp/SweetHome
/1026/jp-men-supportroom.html 非暴力グループワーク。 京都府

50 メンタルサービスセンター http://www5e.biglobe.ne.jp/̃m-s-c/
カウンセリング・心理療法による個人の癒しや尊厳の回復を促進するとともに、さまざまなソーシャルアクショ
ンを通じて、非暴力・反差別・社会の公正さを実現する心理相談センター。 東京都

51 メンズサポートルーム

http://www.geocities.co.jp/SweetHome
/1026/jp-men-supportroom.html 親密な間柄の人に対する暴力をやめたい男性のためのサポートルーム。 大阪府

52 わかものフォーラムinちば
若者中心のメンバーで構成されるＤＶを考える会。自分たちの目線で、身近にある暴力に気づき、暴力をなく
していこうとするもの。 千葉県

53 ワーキング・ママのつどい

http://www.hitobito.net/navipage/navi0
15.asp?grop=saiki&navi=work_mama

ルームシェアステップハウス・シェアハウスの運営、賃貸住宅保証人紹介制度、生活用品宅配制度、おもちゃ
の図書館、就業・起業支援。 千葉県



■参加団体（企業）

1 （株）解放出版社 http://www.kaihou-s.com 人権問題に関する書籍、視聴覚教材などの出版、販売。 大阪府

2 コールマンジャパン株式会社 http://www.coleman.co.jp/index.html

アウトドア、キャンプ用品のブランド、米「コールマン」の日本支社。商品の製造販売のほか、様々なスタイルで
のアウトドアの楽しみ方を紹介。子どもたちが、アウトドア活動を通して、自立心や自尊心、他者との人間関係
を構築する機会を提供するために、 親子キャンプ、子どもだけのアウトドア、キャンプなどを企画。 東京都

3 （株）新水社 http://shinsui.co.jp/main.html 心理療法、カウンセリング関連の書籍の出版。 東京都

4 （株）桜映画社 http://www.sakuraeiga.com
女性の生き方、子育て、介護、健康など、女性の視点に立つ作品を数多く手がけている。新作「DV２　～より
よい援助のために」は、「DV　～DV防止法のもとでの支援」に続く2作目のビデオ。 東京都

5 （株）バイオタイド 映画の製作、配給、宣伝。映画「DV」を製作。 東京都

6 フェミックス http://www.femix.co.jp 「くらしと教育をつなぐWe」発行、カウンセリング。 東京都

7 マイクロソフト株式会社 http://www.microsoft.com/japan/

コンピューターソフトウェアの開発販売会社。UP プログラムは、マイクロソフトが世界各国で展開している社会貢献プ
ログラム。これまで IT を活用する機会があまりなかった方々に対して、参加者のレベルや目的に合わせた IT 研修
や、IT を通じた自立支援や就労支援などを行い、新しい可能性を広げるための支援を行なっている。 東京都

8
（株）両備タクシーセンター
両備グループタクシー３社 http://www.ryobitc.com/ 岡山県のタクシー会社。岡山市と連携し、新しい形でのDV被害を受けた女性支援を展開。 岡山県
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【シンポジウム資料：海外の取り組み紹介】

財団法人女性のためのアジア平和国民基金（アジア女性基金）　

わたしたちにも実践できること、応用できるこ
とがあるでしょうか

【注】　このプリント集は、アジア女性基金が、海外での取り組みについて日本でも応用できるのではない
かと思われる例を探して、集めたものです。情報はすべて、各団体の公式ホームページなど公開されて
いる媒体から取りました。もちろんこの他にもさまざまな取り組みが行われており、ここではその一部をご
紹介しています。日本語説明文は、アジア女性基金が作成しました。ここに書いてある内容は二次的情
報ですので、これら海外団体の活動に関心をもたれた方は、オリジナルの情報源にあたられることをお勧
めします。

岐路に立つDV支援

海外での取り組みから、なにかヒントを得られ
るでしょうか

海外の企業や市民グループは、どのように協働
しているのでしょうか

海外における市民･NPO･企業の協働について



The Body Shop

市民や企業との協働のため
に何をやっている？

解説

ここがポイント

あなたにもできること

とくにネットショッピング用のサイトを開いている企業であれば、そ
の媒体を活用してさまざまな情報提供が可能です。

本社イギリス　バス用品や化粧品の製造･販売

自社ホームページ上で、ＤＶ被害者向けのリーフレットを掲載。
（他にも様々な取り組みを展開していますが、これはそれら活動
のひとつです）

女性顧客の多い企業を探しましょう。その企業にとっては、女性
が健康で幸福であることが重要なテーマ。企業がDV支援に協力
することは、ひいては経済活動に益をもたらすことを訴えましょ
う。

女性が多く訪れるホームページならではの有効な支援。もともと
DVに関心がなかった人でも、問題解決のために何をしてよいか
わからなかった人でも、ショッピングに来たついでに情報を得るこ
とができます。

Body Shopは創設時からの企業理念として、経済活動と社会支
援を両立させることを掲げています。同社は環境、女性、労働な
どさまざまなテーマに取り組んでいますが、とくにBodyShopの顧
客の大半が女性であることから、その店舗やホームページは、
DV支援や啓発を展開するのに大変有効な場所となっています。

被害者にとって近隣の相談機関やシェルターは地域によって異
なるため、リーフレットは地域別に表示され、それぞれダウンロー
ドできるようになっています。

http://www.thebodyshopinternational.com/web/tbsgl





General Mortors　

市民や企業との協働のため
に何をやっている？

ここがポイント

あなたにもできること

アメリカ　自動車メーカー

DVと性虐待の問題に取り組む団体に対し、携帯電話、充電器、
バッテリー、電気コードなどを寄贈しました。

シェルターで日常的に使う消耗品、薬品、保存のきく食料品、衣
料品や寝具、職業訓練のための中古のパソコン…思いつく限り
挙げてみて、それらを製造している企業に働きかけてみる。DVに
対する彼らの認識促進にもつながります。

メーカー/製造業は「物」を提供することを好む傾向があります。
同じ社会貢献を行うのであれば、その企業/業界の技術や特質
を生かした貢献ができることを望んでいます。自社製品の提供な
らなおのこと。

http://www.gm.com/

緊急時の通信手段の確保。これは、DVの危険にさらされている
人にとっては、ときに命綱ともなりうるものです。しかし携帯電話
ひとつとってもお金が要ることですし、経済的自由のない被害者
の場合、入手が困難なものでもあります。通信機器関連の寄贈
はいつでも歓迎されます。

General Motorsも、このプログラムで車そのものを寄贈したわけ
ではありませんが、充電器やバッテリーなど車の備品という得意
分野を生かしての貢献です。





市民や企業との協働のため
に何をやっている？

ここがポイント

電話といえば!!　アメリカでは…

使用済み携帯電話の再利用。

寄贈者から不要になった携帯電話を簡単に提供してもらえるよう
に、各コミュニティでさまざまな回収場所を指定しておきます。い
ろんな人たちが日常的に立ち寄る場所がいいですね。

アメリカでの例を挙げれば、ハンバーガーショップ、スーパーマー
ケット、銀行、など。先に紹介したBodyShopも、携帯電話の回収
場所として店舗を提供しています。

これは、さまざまな企業･市民グループ･行政が手を組んで行って
いる、大変実用的なDV被害者支援です。回収した携帯電話に簡
単な細工を施し、ワンタッチで911番（日本でいうところの119番）
に直結できる機能を加えた上で、DVの危険にさらされている人た
ちに持っていてもらうのです。





Peace at Work

市民や企業との協働のため
に何をやっている？

ここがポイント

あなたにもできること

おまけ

しかも、「BUSINESS（仕事）」という言葉を使っているところが、職
場や雇用者の注意を喚起するのに一役買っていて、うまいコピー
ですね。こうした人の注意をひきやすい、覚えてもらいやすい標
語を作ることも、効果的な啓発のひとつだと思います。

この団体のホームページ上で、「IT IS YOUR BUSINESS！」とい
う標語を見つけました。このアンダーラインに注目です。英語の
慣用句「IT IS NOT YOUR BUSINESS!（あなたに関係ないで
しょ！）」をもじって、「あなたに関係があります！」と訴えている標
語です。

 アメリカ　市民団体

「職場において発生したDV関連事件の調査研究」という報告書を
発表しました。

まず、その思い込みを正してもらい、職場・雇用者の姿勢がDV問
題の解決に大きく影響することを訴えましょう。

DV（Domestic Violence)は翻訳すれば「家庭における暴力」という
言葉になりますから、ともすれば人は、「個人の家の中で起こるこ
と」「職場やその他の場所は関係ない」と思われがちです。

過去に職場内で起きたDV関連傷害事件155件を調査し、データ
を分析してその特徴や傾向を示し、雇用者としてとるべき措置を
提示しました。

http://www.peaceatwork.org/index.htm

働く場や働く人々に対するあらゆる形態の暴力を阻止することを
目的に活動しています。





ProNational Liability Insurance

市民や企業との協働のため
に何をやっている？

ここがポイント

あなたにもできること

　アメリカ　保険会社

「Medical Risk Management 医療リスク･マネージメント」という
ニューズレターを発行。その中で、DV被害が疑われるケースへ
の医療機関･医師の対応について助言しています。

日本でも徐々にではありますが、アメリカ式に、医療過誤を見逃
さない、責任を追及する社会になりつつあります。DV問題に関し
て医療機関の意識改革のためにキャンペーンを展開するとすれ
ば、保険会社と協働するのもひとつの方法といえます。

ご存知のようにアメリカは高度な訴訟社会です。医療機関がDV
を見逃し、その患者が重大な傷害を負ったり中には死に至ったと
いう因果関係が判明した場合、多額の賠償金を支払わされる可
能性もあります。従って医療機関としては、リスク･マネージメント
（危機管理）に無関心ではいられません。

http://www.pronational.com/

医療過誤など医療機関や医師の賠償に備えた保険を販売。ま
た、リスク･マネージメント（危機管理）についての情報提供をして
います。

そして保険会社としても、契約先の医療機関が事件を起こした場
合には多額の保険金を支払うことになりますから、危機管理とい
う点で医療機関と保険会社の利害は一致しているのです。





REFRESHER Publication　

市民や企業との協働のため
に何をやっている？

ここがポイント

あなたにもできること

アメリカ　出版社

各企業のトップ向け機関紙”CEO Refresher"を発行していま
す。

企業リーダーが購読する雑誌上で、DVが企業活動にいかに悪
影響を与えるかを強調しています。

日本にもありますね、財界リーダー向けの雑誌。たとえば、「●
レジデント」や「日経●●」など。編集部に働きかけて、インパク
トの強い記事を書いてもらうことも第一歩です。

企業のトップというものは、つねに自社の生産性を高めるため
に努力しなければならない立場です。

社員がDV加害･被害者になっている場合、企業の生産性がい
かに落ちるか、医療や保険のコストがいかにかさむかを、企業
トップに知ってもらうことが大切。

http://www.harriettubman.org/about/index.html





Seattle Mariners

市民や企業との協働のため
に何をやっている？

ここがポイント

　　　他でも

あなたにもできること

アメリカ　プロ野球球団

球団本拠地であるワシントン州と提携し、DV防止のための教育
キャンペーンを展開しています。球団のスター選手が、キャン
ペーンに参加しました。

日本でもアメリカと同じように、各界の有名人、憧れの的、人気者
がいますね。ただし「ロール・モデル（お手本となるべき人）」です
から、その人選は慎重に。

娯楽にのせた啓発は、いかにもお説教めいたものよりも高い効
果を生むことがあります。

http://seattle.mariners.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp?c_id=sea

若者にはロール･モデル（お手本となる人）が必要。大リーグ選手
のような有名人の言動を「かっこいい」と思い、模倣する傾向があ
りますから、DV防止キャンペーンへの有名選手の起用は効果が
期待できます。

National Coalition Against Domestic Violence（全米DV防止連
盟）は、スポークスマンとしてグラミー賞受賞歌手のマイケル･ボ
ルトン氏を起用しました。このように話題性の高いニュースはマス
コミの取り扱いも大きく、ひいてはDV問題に対する一般人の注意
を広く喚起することができます。





Tubman Family Alliance

市民や企業との協働のため
に何をやっている？

ギフト･リストって何？

ここがポイント

あなたにもできること

寄付をしようとする人や企業にとって知りたいことは、「何を贈れば役に
立つのか」ということ。

寄付や支援をする側の立場に立って、彼らの心理的負担や手間をとり
除くためにひと工夫しましょう。ひいてはそれが、当事者の利益につな
がります。

アメリカ　市民団体

http://www.harriettubman.org/

【豆知識】　欧米には昔から「ギフト・リスト」「ギフト･レジストリー」という
習慣があります。本人があらかじめ選んでおいた品物をリストにして関
係者に知らせ、ギフトを贈る側はその中から選んだ品物を贈るのです。
こうすると、同じものが重なっていくつも届いたり、好みにあわないもの
をもらう羽目になる心配がありませんね。本当に必要なものだけを受け
取ることができる、大変合理的な方法です。

本当に必要なものは、当事者しか知り得ない。ただでさえ人手の足りな
いシェルターが、送られてきた不要品の処理にまでかかわっている暇
はありません。シェルターの側から必要なものを明確に提示すれば、
寄贈者側もまた、よろこびます。

ホームページ上でギフト･リストを公開しています。

DV防止のための啓発･教育、被害者とその家族への支援、加害者更
正など、あらゆる取り組みを展開しています。




